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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

検 出 対 象 の 行 為 を イ ベ ン ト と し て 検 出 す る 第 １ の セ ン サ 部 と 、 上 記 イ ベ ン ト と 第 １ の 識 別
情 報 を 含 む 第 １ の デ ー タ を 第 １ の 基 地 局 を 介 し て サ ー バ に 送 信 す る 第 １ の 無 線 送 受 信 部 と
、 を 有 す る 第 １ の セ ン サ 装 置 と 、
セ ン シ ン グ デ ー タ を 間 欠 的 に 取 得 す る 第 ２ の セ ン サ 部 と 、 上 記 セ ン シ ン グ デ ー タ と 第 ２ の
識 別 情 報 を 含 む 第 ２ の デ ー タ を 第 ２ の 基 地 局 を 介 し て 上 記 サ ー バ に 送 信 す る 第 ２ の 無 線 送
受 信 部 と 、 を 有 す る 第 ２ の セ ン サ 装 置 と 、
上 記 イ ベ ン ト の 検 出 に 基 づ い て 上 記 第 １ の デ ー タ と 上 記 第 ２ の デ ー タ と を 関 連 づ け て 上 記
検 出 対 象 の 状 況 を 推 定 す る サ ー バ と 、
を 有 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 。

請 求 項 １ に 記 載 の ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム で あ っ て 、
上 記 サ ー バ は 、 上 記 第 １ 及 び 第 ２ の 識 別 情 報 を 上 記 検 出 対 象 に 割 り 当 て て 管 理 し 、
上 記 第 １ の 基 地 局 と 上 記 第 ２ の 基 地 局 が 異 な る 場 合 、 上 記 第 １ の セ ン サ 装 置 が 設 置 さ れ た
場 所 に 上 記 検 出 対 象 以 外 の 検 出 対 象 が 存 在 す る と 推 定 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 。

請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム で あ っ て 、
上 記 第 １ の セ ン サ 装 置 は 、 椅 子 に 設 置 さ れ る 椅 子 接 触 ノ ー ド で あ り 、
上 記 第 ２ の セ ン サ 装 置 は 、 名 札 ノ ー ド 又 は 腕 輪 ノ ー ド で あ る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 。

請 求 項 １ 乃 至 ３ の 何 れ か に 記 載 の ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム で あ っ て 、
上 記 第 １ の セ ン サ 装 置 は プ ロ セ ッ サ 部 を さ ら に 有 し 、
上 記 第 １ の セ ン サ 部 が 上 記 イ ベ ン ト を 検 出 す る と 、 上 記 第 １ の セ ン サ 部 の 出 力 電 圧 レ ベ ル
は 変 化 し 、
上 記 プ ロ セ ッ サ 部 は 、 上 記 出 力 電 圧 レ ベ ル の 変 化 を 検 知 し て 待 機 モ ー ド か ら ア ク テ ィ ブ モ



【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】
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ー ド に 移 行 し 、 上 記 第 １ の 無 線 送 受 信 部 が 上 記 第 １ の デ ー タ を 送 信 す る よ う に 上 記 第 １ の
無 線 送 受 信 部 を 制 御 し 、 再 度 上 記 待 機 モ ー ド に 移 行 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 。

請 求 項 ４ に 記 載 の ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム で あ っ て 、
上 記 プ ロ セ ッ サ 部 は タ イ マ を 内 蔵 し 、 上 記 タ イ マ よ り 取 得 す る 時 間 に 基 づ い て 間 欠 的 に 上
記 待 機 モ ー ド か ら 上 記 ア ク テ ィ ブ モ ー ド に 移 行 し 、 上 記 第 １ の セ ン サ 部 が 上 記 イ ベ ン ト を
検 出 す る よ う に 上 記 第 １ の セ ン サ 部 を 制 御 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 。

請 求 項 ５ に 記 載 の ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム で あ っ て 、
上 記 プ ロ セ ッ サ 部 は 、 上 記 イ ベ ン ト を 記 録 す る メ モ リ を 内 蔵 し 、
上 記 プ ロ セ ッ サ 部 が 上 記 メ モ リ に 記 録 さ れ た 前 回 の イ ベ ン ト と 上 記 第 １ の セ ン サ 部 に よ り
検 出 さ れ た イ ベ ン ト と を 比 較 し 、 変 化 が な い と 判 定 し た 場 合 に は 上 記 第 １ の 無 線 送 受 信 部
は 上 記 第 １ の デ ー タ を 送 信 せ ず 、 変 化 が あ る と 判 定 し た 場 合 に は 上 記 第 １ の 無 線 送 受 信 部
は 上 記 第 １ の デ ー タ を 送 信 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 。

第 １ の セ ン サ 装 置 と 、 第 ２ の セ ン サ 装 置 と 、 サ ー バ と を 有 す る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に お
け る デ ー タ 処 理 方 法 で あ っ て 、
上 記 第 １ の セ ン サ 装 置 は 、 検 出 対 象 の 行 為 を イ ベ ン ト と し て 検 出 し 、 上 記 イ ベ ン ト と 第 １
の 識 別 情 報 を 含 む 第 １ の デ ー タ を 第 １ の 基 地 局 を 介 し て 上 記 サ ー バ に 送 信 し 、
上 記 第 ２ の セ ン サ 装 置 は 、 セ ン シ ン グ デ ー タ を 間 欠 的 に 取 得 し 、 上 記 セ ン シ ン グ デ ー タ と
第 ２ の 識 別 情 報 を 含 む 第 ２ の デ ー タ を 第 ２ の 基 地 局 を 介 し て 上 記 サ ー バ に 送 信 し 、
上 記 サ ー バ は 、 上 記 イ ベ ン ト の 検 出 に 基 づ い て 上 記 第 １ の デ ー タ と 上 記 第 ２ の デ ー タ と を
関 連 づ け て 上 記 検 出 対 象 の 状 況 を 推 定 す る デ ー タ 処 理 方 法 。

請 求 項 ７ に 記 載 の デ ー タ 処 理 方 法 で あ っ て 、
上 記 サ ー バ は 、 上 記 第 １ 及 び 第 ２ の 識 別 情 報 を 上 記 検 出 対 象 に 割 り 当 て て 管 理 し 、
上 記 第 １ の 基 地 局 と 上 記 第 ２ の 基 地 局 が 異 な る 場 合 、 上 記 第 １ の セ ン サ 装 置 が 設 置 さ れ た
場 所 に 上 記 検 出 対 象 以 外 の 検 出 対 象 が 存 在 す る と 推 定 す る デ ー タ 処 理 方 法 。
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